
　食中毒は、家庭の食事でも発生します。特に冬場は、
ノロウイルスによる食中毒や感染症の発生が多くなりま
す。次の点に注意して、健康に過ごしましょう。

①生食用以外の二枚貝（カキなど）を食べる時は、
中心部まで十分加熱してから食べましょう（中心温
度85～90℃で90秒以上の加熱）

②調理器具・食器を洗浄消毒しましょう（熱湯・塩
素系漂白剤を使用）

③日常的に「しっかり手洗い」をしましょう（特に
トイレの後）

④体調が悪い時には、調理しないようにしましょう
⑤吐物やふん便を始末する時は、使い捨て手袋やマ

スクを着用して適切に処理しましょう

食中毒・感染症に注意しましょう

食中毒予防の３原則は、
菌を「つけない」「増やさない」「やっつける」

みんなのみんなの健康ガイド健康ガイド
健やかで安心して暮らせるまちへ

本庄市の新型コロナワクチン接種状況
対象者

（12歳以上）
１回目
接種者数

２回目
接種者数

約７万1,500人 6万　708人 5万5,620人

（令和３年11月19日更新分）
国が提供するクラウドシステムVRS（ワクチン接種
記録システム）より

★健康推進課（保健センター内）☎24-２００３

★本庄保健所☎22-６４８１

本庄市新型コロナワクチンに関する相談・
お問合せは健康推進課へ	
●接種を希望する方で予約が取れていない方
　１・２回目の接種予約受付は、12月中旬を予定して
います。詳しくは、市 でご確認ください。
※３回目の接種は、詳細が決まり次第お知らせします。

☎０４９５-２４-２００３

０４９５-２４-２００５
受付時間　午前８時30分～午後５時15分（平日のみ）

新型コロナウイルスワクチン情報新型コロナウイルスワクチン情報

新型コロナウイルス
関連情報（市 ）

引き続き新型コロナウイルス感染拡大
防止にご協力をお願いします

　

市 民 相 談 （12月〜令和４年１月）相談は無料、秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ※市役所の受付は、午前８時30分～午後５時15分です。
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相 談 名 相 談 日 時 な ど 会　場 問 い 合 わ せ

行 政 12月16日㈭・令和４年１月20日㈭
午後１時～４時 市役所１階 市民相談室 

法 律

12月１日㈬・８日㈬・15日㈬・22日㈬
午後１時～４時
◎令和４年１月の相談日

弁護士に
よる相談

令和４年１月５日㈬・12日㈬・27日㈭
午後１時～４時   定員＝各日６名（先着順)
※27日の会場は、アスピアこだま１階相談室

司法書士に
よる相談

令和４年１月19日㈬・26日㈬
午後１時～４時   定員＝各日６名（先着順)

労 働 法 律 12月・１月の相談はお休みです。

不 動 産 12月10日㈮・令和４年１月14日㈮　午後１時～４時
相談員＝宅地建物取引士

年金・労働 12月９日㈭　午後１時～４時
相談員＝社会保険労務士

税 務 12月14日㈫・令和４年１月11日㈫　午後１時～４時
相談員＝税理士　

消 費 生 活
毎週月・水・木・金曜日（休日を除く）
午前９時30分～正午、午後１時～３時30分 市役所４階 商工観光課 商工観光課☎25-１１７５
毎週火・金曜日（休日を除く）
午前９時30分～正午、午後１時～３時30分

上里町役場２階
　　　　　産業振興課

上里町役場産業振興課
  　　　　　 ☎35-１２３２

人 権
12月28日㈫・令和４年１月25日㈫　午後１時～４時 市役所５階 503会議室 市民活動推進課

☎25-１１１８12月14日㈫・令和４年１月11日㈫　午後１時～４時 アスピアこだま２階
会議室Ｂ

ＤＶ・女性 毎週月～金曜日（休日を除く）午前８時30分～午後５
時15分　

市役所３階
市民活動推進課

市民活動推進課
☎25-１１４４☎25-１１１８

家 庭 児 童 毎週月～金曜日（休日を除く) 午前９時～午後４時 市役所２階  子育て支援課 子育て支援課 ☎25-１１２９
（家庭児童相談室）

教 育
（不登校等）毎週月～金曜日（休日を除く) 午前９時30分～午後３時 ふれあい教室

（旧勤労会館２階）

教育支援センター
                  ☎22-４２８７

教 育
（いじめ等）

毎週水曜日（休日を除く）電話相談：午後１時30分～５時
※面談による相談は、電話相談の時間内に事前予約受付

子どもの心の相談員
                  ☎21-７３３７

心 配 ご と

第１月曜日を除き毎週月曜日（休日を除く） 
午後１時～４時（受付は午後３時30分まで）
※相談時間中のご連絡は、☎21-８９７６へ

はにぽんプラザ２階
　　　　　　　相談室

本庄市社会福祉協議会
                  ☎24-２７５５

12月６日㈪　※令和４年１月はお休みです。 
午後１時～４時（受付は午後３時30分まで）

アスピアこだま１階
　　　　　　　会議室

本庄市社会福祉協議会児玉支所
                  ☎73-１２３７

結 婚 12月８日㈬・令和４年１月12日㈬・16日㈰
午後１時～４時（受付は午後３時30分まで）

はにぽんプラザ２階
活動室Ａ・Ｂ

本庄市社会福祉協議会
                  ☎24-２７５５成 年 後 見

12月14日㈫・28日㈫・令和４年１月11日㈫・25日㈫　午
後１時～４時　※前月初日（休日を除く）より先着順で
当日午後２時まで受付（受付開始日は電話予約のみ）

はにぽんプラザ２階
　　　　　　　相談室

成 年 後 見
（電話相談） 休日を除く月～金曜日　午前９時～午後５時 成年後見相談ダイヤル

☎0120-235-833 地域福祉課 ☎25-１１４２

高齢者相談 休日を除く月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分
※担当する地域は、おおむね中学校区域

本庄市西地域包括支援センター　本庄市社会福祉協議会
（銀座１- １- １）　                          ☎22- ７０８８
本庄市東地域包括支援センター　安誠園

（本庄３- １-21）　                          ☎22- ６２６２
本庄市南地域包括支援センター　シャローム　

（今井 1251-1）　　　　　               ☎23- ９５８０
児玉地域包括支援センター

（児玉町金屋 1302-1）　                  ☎73- １５４５
若者就労相談
(15歳〜49歳)

毎週月～金曜日、第４土曜日（休日を除く) 
午前９時～午後５時に事前予約

深谷若者サポートステーション（深谷市西島４-２-61
ウェストビル２階）                 ☎０４８-５７７-４７２７

・各種相談は予約制
・ 令和４年１月の相談予約は、12月20日㈪から

受付開始（先着順。受付開始日は電話予約のみ）
・同月に同じ相談を複数申し込みすることはでき
　ません

各種相談日　※休日のときは変更となります。
●行政相談　毎月第３木曜日
●法律相談　・弁 護 士　毎月第１・２水曜日
　　　　　　※奇数月第４木曜日（児玉会場）
　　　　　　・司法書士　毎月第３・４水曜日 
　　　　　　　（労働法律相談のある月は第４水曜日のみ）
●労働法律相談（弁護士）　５・８・11・２月の第３水曜日
●不動産相談　毎月第２金曜日
●年金・労働相談　偶数月第２木曜日
●税務相談　毎月第２火曜日

　　　☎25-１１１３
市民課☎25-１１１２
　　　☎25-１１１０

※埼玉県では無料の県民相談を実施しています。県民相談の詳細は、埼玉県ホームページをご覧ください
相談名：弁護士・司法書士による法律相談、県職員による電話・面談相談、県職員によるインターネット県民相談、
　　　　弁護士による出張法律相談、交通事故相談等
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